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三木 勉

印
刷
部
数
11
万
1
6
0
0
部

2
0
2
0
年
度
東
京
土
建
一
般

労
働
組
合
本
部
役
員
選
挙
に
つ
い

て
下
記
の
と
お
り
告
示
し
ま
す
。

2
0
2
0
年
1
月
31
日

第
73
回
定
期
大
会

選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

植
松

和
文

一
、
本
部
役
員
定
数

役
員
定
数
は
1
月
31
日
の
第
11

回
中
央
執
行
委
員
会
で
以
下
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

①
中
央
執
行
委
員
長（
非
専
従
）

1
人
（
現
行
通
り
）

②
中
央
副
執
行
委
員
長
（
非
専

従
）
6
人
（
現
行
通
り
）

③
書
記
長
（
専
従
）
1
人
（
現

行
通
り
）

④
書
記
次
長（
専
従
）5
人（
現

行
通
り
）

⑤
常
任
中
央
執
行
委
員
21
人

（
1
人
増
）

非
専
従
常
任
中
央
執
行
委
員
12

人
（
現
行
通
り
、
う
ち
1
人
は
青

年
部
長
）

専
従
常
任
中
央
執
行
委
員
9
人

（
1
人
増
、
人
事
選
考
委
員
会
の

推
せ
ん
に
よ
る
）

⑥
中
央
執
行
委
員
（
非
専
従
）

46
人
（
現
行
通
り
）
（
各
支
部
か

ら
1
人
、
青
年
部
1
人
、
各
ブ
ロ

ッ
ク
書
記
1
人
）

⑦
会
計
監
査
（
非
専
従
）
3
人

（
現
行
通
り
）

二
、
立
候
補
受
付

①
受
付
期
間

2
0
2
0
年
3

月
2
日
（
月
）
午
前
9
時
30
分
〜

午
後
3
時

②
受
付
会
場

け
ん
せ
つ
プ
ラ

ザ
東
京
（
2
階

応
接
室
）

③
受
付
方
法

立
候
補
は
1
人

1
役
職
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
定

め
た
立
候
補
届
出
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
署
名
の
う
え
選
挙

管
理
委
員
会
に
届
け
出
ま
す
。
立

候
補
す
る
役
職
の
変
更
は
受
付
期

間
中
と
し
ま
す
。

④
立
候
補
者
一
覧

受
付
終
了

後
、
立
候
補
届
に
も
と
づ
き
立
候

補
者
一
覧
を
発
行
し
、
各
支
部
書

記
局
宛
に
送
り
ま
す
。
立
候
補
者

一
覧
の
記
載
順
序
は
各
役
職
の
受

付
順
と
し
ま
す
。
た
だ
し
中
央
執

行
委
員
は
支
部
順
と
し
ま
す
。

三
、
選
挙

役
員
選
挙
は
役
職
ご
と
に
第
73

回
定
期
大
会
で
行
な
い
、
選
挙
の

時
間
は
選
挙
管
理
委
員
会
が
大
会

運
営
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
ま

す
。四

、
選
挙
人

選
挙
人
は
資
格
審
査
を
経
た
第

73
回
定
期
大
会
を
構
成
す
る
代
議

員
で
す
。
た
だ
し
、
投
票
時
間
中

に
出
席
し
て
い
な
い
選
挙
人
は
投

票
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。以

上

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
は
神
奈
川
、
東
京
、
京
都
、
大
阪
、
九
州
の
1
陣
訴
訟
が
最
高
裁
に
係
っ

て
い
ま
す
。
最
高
裁
で
の
勝
利
判
決
を
導
き
全
面
解
決
を
目
指
そ
う
と
、
首
都
圏
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト

訴
訟
東
京
第
3
陣
原
告
団
結
成
総
会
が
2
月
8
日
、
け
ん
せ
つ
プ
ラ
ザ
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

67人の第3陣原告が参加した

結
成
総
会
は
河
野
統
一
本
部
副

本
部
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
に
続
い

て
、
原
告
団
役
員
か
ら
吉
田
共
同

代
表
、
統
一
本
部
か
ら
松
丸
統
一

本
部
長
、
全
建
総
連
か
ら
田
久
労

働
対
策
部
長
が
あ
い
さ
つ
。
3
陣

原
告
へ
の
激
励
と
共
に
た
た
か
う

決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

弁
護
団
か
ら
は
小
野
寺
弁
護
団

長
が
あ
い
さ
つ
し
、
続
い
て
佃
弁

護
団
事
務
局
長
か
ら
訴
訟
の
到
達

点
と
全
面
解
決
の
展
望
と
し
て
、

全
国
の
12
の
裁
判
で
明
確
に
な
っ

た
国
と
メ
ー
カ
ー
の
責
任
に
つ
い

て
報
告
。ま
た
3
月
24
日
の
札
幌
、

さ
い
た
ま
、
東
京
、
横
浜
で
の
3

陣
一
斉
提
訴
、
京
都
、
福
岡
で
の

2
陣
の
追
加
提
訴
は
最
高
裁
の
外

堀
を
さ
ら
に
埋
め
る
意
義
が
あ
る

と
強
調
す
る
と
と
も
に
、
1
陣
が

12
年
、
2
陣
が
6
年
も
か
け
な
け

れ
ば
解
決
し
な
い
の
は
理
不
尽
だ

と
批
判
し
ま
し
た
。

北
川
統
一
本
部
事
務
局
長
は
、

新
た
な
被
害
者
の
思
い
を
組
合
が

受
け
と
め
、
補
償
基
金
制
度
の
実

現
を
め
ざ
し
、
訴
訟
を
全
国
展
開

し
て
い
く
と
第
3
陣
の
意
義
・
目

的
に
つ
い
て
報
告
し
、
3
月
24
日

の
提
訴
日
行
動
や
4
月
17
日
の
東

京
2
陣
判
決
日
行
動
な
ど
、
当
面

の
取
り
組
み
を
提
起
し
ま
し
た
。

結
成
総
会
に
は
1
7
5
人
（
う

ち
第
3
陣
原
告
は
67
人
）
が
参
加

し
ま
し
た
。
第
3
陣
へ
の
参
加
を

決
意
し
た
大
関
勝
義
さ
ん
（
多
摩

西
部
・
Ｌ
Ｓ
Ｇ
ボ
ー
ド
）は
、「
病

気
が
再
発
し
て
た
い
へ
ん
厳
し
い

の
で
す
が
、
最
高
裁
ま
で
行
っ
て

い
る
裁
判
を
、
少
し
で
も
早
く
解

決
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
で
原
告

に
加
わ
り
ま
し
た
」
。
遺
族
原
告

と
し
て
参
加
し
た
上
原
サ
ダ
子
さ

ん（
練
馬
・
主
婦
）
は
、
「
主
人
は

ア
ス
ベ
ス
ト
が
鉄
骨
に
吹
き
付
け

ら
れ
た
現
場
で
暴
露
し
ま
し
た
。

悔
し
い
思
い
で
す
。
一
人
親
方
も

認
定
さ
れ
た
と
聞
き
、
た
た
か
い

の
力
に
な
る
な
ら
と
思
っ
た
し
、

こ
れ
か
ら
の
若
い
人
の
た
め
に
、

た
た
か
い
の
土
壌
を
作
っ
て
あ
げ

た
い
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

1
月
30
日
、
首
都
圏
建
設
ア
ス

ベ
ス
ト
神
奈
川
2
陣
の
東
京
高
裁

で
の
審
理
は
終
了
し
（
結
審
）
、

8
月
28
日
に
判
決
が
言
い
渡
さ
れ

る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

午
前
中
か
ら
午
後
に
か
け
て
原

告
、
弁
護
団
、
支
援
者
は
高
裁
前

集
会
、
院
内
集
会
、
議
員
要
請（
あ

ら
た
に
4
人
の
参
議
院
議
員
か
ら

署
名
を
獲
得
）
と
精
力
的
に
活
動

し
、
午
後
6
時
半
か
ら
は
横
浜
開

港
記
念
会
館
で
結
審
大
集
会
を
行

な
い
ま
し
た
。

主
催
者
を
代
表
し
て
あ
い
さ
つ

に
立
っ
た
松
丸
統
一
本
部
長
は

「
こ
の
間
示
さ
れ
た
判
決
で
、国
の

責
任
は
明
白
だ
。
し
か
し
上
告
を

続
け
て
お
り
、
国
も
企
業
も
許
せ

な
い
。
私
の
所
属
す
る
支
部
で
は

毎
年
原
告
団
の
交
流
が
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
前
年
に
参
加
し
て
い

た
原
告
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
報
告

を
受
け
、
こ
の
無
念
を
晴
ら
さ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。全
面
解
決
、補

償
基
金
創
設
に
向
け
力
を
合
わ
せ

て
が
ん
ば
ろ
う
」
と
、
時
に
声
を

詰
ま
ら
せ
な
が
ら
訴
え
ま
し
た
。

弁
護
団
報
告
と
し
て
西
村
神
奈

川
弁
護
団
長
が
、
国
の
「
司
法
解

決
方
式
」
（
補
償
基
金
制
度
創
設

を
否
定
す
る
も
の
）
の
画
策
を
許

さ
ず
、
最
高
裁
で
質
の
高
い
判
決

を
必
ず
勝
ち
取
る
た
め
に
全
力
を

尽
く
そ
う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

原
告
か
ら
は
神
奈
川
の
鍵
山
さ

ん
（
遺
族
原
告
、
妻
）
、
中
山
さ

ん
（
本
人
、
タ
イ
ル
工
）
が
悲
惨

な
被
害
実
態
を
語
り
、
望
月
さ
ん

が
支
援
の
訴
え
と
決
意
表
明
を
行

な
い
ま
し
た
。

全面解決へ力合わせようと
訴える松丸統一本部長

■
映
画
「
風
の

電
話
」
で
は
、
主

人
公
の
ハ
ル
（
モ

ト
ー
ラ
世
理
奈
）

を
故
郷
の
岩
手
県

大
槌
町
ま
で
送
り
届
け
る
森
尾

（
西
島
秀
俊
）
と
い
う
元
原
発

作
業
員
が
登
場
す
る
。
森
尾
は

福
島
原
発
事
故
の
責
任
を
自
ら

に
背
負
わ
せ
て
生
き
て
い
る
。

ハ
ル
を
勇
気
づ
け
る
が
、
ハ
ル

と
同
じ
よ
う
に
震
災
で
家
族
を

失
っ
て
い
た
。

■
環
境
省
は
福
島
の
除
染
土

を
再
利
用
す
る
た
め
の
省
令
案

を
公
表
し
、
パ
ブ
コ
メ
を
募
集

し
て
い
た
。
実
証
実
験
と
し
て

帰
還
困
難
区
域
の
長
泥
地
区
で

除
染
土
に
よ
る
花
栽
培
が
進
ん

で
い
る
。
し
か
し
環
境
へ
放
射

能
汚
染
が
広
が
る
可
能
性
や
、

広
が
っ
た
と
き
の
責
任
な
ど
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
除
染

土
再
利
用
に
は
国
民
的
な
論
議

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

■
「
福
島
を
忘
れ
な
い
」
を

テ
ー
マ
に
2
月
29
日
か
ら
、
練

馬
区
に
あ
る
武
蔵
大
学
と
ギ
ャ

ラ
リ
ー
古
藤
で
江
古
田
映
画
祭

が
開
か
れ
る
。
今
年
で
9
回
目

に
な
る
が
、
今
回
は
14
人
の
被

災
者
の
声
を
追
っ
た
「
福
島
は

語
る
」
（
完
全
版
3
3
0
分
）

を
始
め
、
核
や
平
和
を
取
り
上

げ
た
映
画
が
上
映
さ
れ
る
。

■
ハ
ル
や
森
尾
と
同
じ
よ
う

に
悲
し
み
や
喪
失
感
を
抱
く
被

災
者
の
声
を
聞
く
こ
と
は
、
私

た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
だ
ろ

う
。
東
京
五
輪
の
陰
で
福
島
原

発
汚
染
水
や
除
染
土
の
処
分
を

被
災
者
の
声
を
無
視
し
て
進
め

る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
映
画

を
通
し
て
ど
う
す
れ
ば
被
災
者

の
立
場
に
立
っ
た
復
興
が
で
き

る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

新
た
な
被
害
者
の
思
い
受
け

最
高
裁
の
外
堀
埋
め
全
面
解
決
へ

司
法
解
決
方
式
許
す
な

神
奈
川
２
陣
結
審
で
大
集
会

さ
ま
よ
う
ヒ
ロ
の
声

東
京
芸
術
座
公
演

２
０
２
０
年
度
本
部
役
員
選
挙
告
示

２
０
２
０
年
度
本
部
役
員
選
挙
告
示

い
じ
め
事
件
に
関
わ
っ
た
中
学

生
の
今
を
描
き
ま
す
。
﹇
日
時
・

会
場
﹈
4
月
8
日
〜
12
日
、
六
本

木
・
俳
優
座
劇
場
﹇
料
金
﹈
一
般

4
0
0
0
円
。
申
し
込
み
は
本
部

厚
生
文
化
部
（
電
話
0
3
―
5
3

3
2
―
3
9
7
5
）
ま
で
。


